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第３章 本市を取り巻く情勢と課題 

 

３.１ 本市を取り巻く社会環境 

（１）人口動向 

本市の人口は平成 12 年（2000 年）に約 38 万８千人となりピークを迎えましたが、   

以後は徐々に減少を続け、30 年後の平成 42 年（2030 年）においては約 34 万１千人と、

約４万７千人、率にするとおよそ 12 パーセントの人口減少が見込まれています。 

また、年少人口（14 歳以下）及び生産年齢人口（15 歳～64歳）は、全年齢人口よりも

早い時期に減少に転じているのに対し、65 歳以上の高齢人口は昭和 50 年（1975 年）   

以降一貫して増加しており、平成 27 年（2015 年）には 10 万人を超え、平成 32 年（2020

年）には全体の 30 パーセント以上を占めると見込まれており、今後はさらに人口の減少

と、少子高齢化が同時に進行すると予測されます。 

世帯数は昭和 50年（1975 年）以降、増加していますが、世帯構成人員は減少しており、

核家族化が進行しています。 

これらのことから、今後、自ら移動手段を確保できない、いわゆる交通弱者といわれ

る方々が増加していくことが予想されます。 
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出典：実績値は国勢調査、推計値は平成 25 年度 長野市将来人口推計結果 

図図図図    6666    長野市長野市長野市長野市のののの人口推移人口推移人口推移人口推移    
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出典：実績値は国勢調査、推計値は平成25年度 長野市将来人口推計結果                      出典：国勢調査 

図図図図    7777    長野市長野市長野市長野市のののの年齢階層別構成比年齢階層別構成比年齢階層別構成比年齢階層別構成比のののの推移推移推移推移                                図図図図    8888    長野市長野市長野市長野市のののの世帯数世帯数世帯数世帯数とととと世帯構成人員世帯構成人員世帯構成人員世帯構成人員のののの推移推移推移推移    
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（２）都市構造 

本市の都市構造は、ＪＲ信越本線、長野電鉄長野線といった鉄道沿線に人口が集中してい

ますが、長野駅東側の平坦部においては、鉄道沿線ではないものの、人口の集積がみられま

す。また、山間部では人口の集積が低い地域が広がっており、その一部はバス路線の沿線外

にも存在しています。 

DID*地区の面積は拡大している

一方で、DID 地区内の人口密度は減

少を続けており、低密な市街地が拡

大している傾向にあります。 

このような人口の拡散にあわせ

て公共交通機関の整備を行うと、路

線の長大化が進み、経費が増大する

一方で利用が伸びないという非効

率な路線となる恐れがあります。 

 

図図図図    9999        DIDDIDDIDDID 地区面積地区面積地区面積地区面積とととと DIDDIDDIDDID 地区内人口密度地区内人口密度地区内人口密度地区内人口密度のののの推移推移推移推移                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：長野市統計書（国勢調査） 

図図図図    10101010    DIDDIDDIDDID 地区地区地区地区のののの変遷変遷変遷変遷    

DID 地区：人口密度が 4,000 人/k ㎡以上で、それらの隣接し

た地域の人口が 5,000 人以上を有する地区 

DID地区面積とDID地区内人口密度の推移
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公共交通による公的施設のカバー状況については、学校、病院、福祉施設等の公益施設は

概ね鉄道やバスルートの沿線に位置し、公共交通での来訪が可能となっています。 

大型商業施設は、鉄道東側の市内平坦部に多く位置しており、多くがバス交通網の沿線に

存在していますが、往復 50 本/日以上の圏域に含まれる施設は少ない状態です。 

公的施設へはバスルートが整っているものの、大型商業施設では運行本数が少ないなど 

不十分であり、実態として自家用車での来訪が多く、公共交通の利用が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

図図図図    11111111    主要施設分布主要施設分布主要施設分布主要施設分布    

 

○公共施設分類一覧 

学校：私立・国立小中学校・高等学校・高等専門学校・短期大学・大学・盲学校・ろう学校・養護学校 

病院：一般病院・国立療養所・医療センター・精神病院・主要な診療所 

福祉施設：老人福祉施設・老人憩の家・有料老人ホーム・保護施設・婦人保護施設・身体障害者更生援護施設・児童福祉施設・知的

障害者援護施設・精神障害者社会復帰施設・母子福祉施設・その他の社会福祉施設・保育所・へき地保育所 

行政サービス：県庁・地方事務所・市役所・支所・保健所（保健センター） 

市内施設数 圏域内 圏域内割合

学校 37 33 89.2%

病院 28 28 100.0%

福祉施設 170 148 87.1%

行政サービス 56 53 94.6%

公共交通による施設カバー率
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出典：全国大型小売店舗要覧 2009 

図図図図    12121212    大型商業施設大型商業施設大型商業施設大型商業施設    

 

 

(運行本数 50 本/日以上) 
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（３）経済状況、市財政及び交通に関する公的支援の状況 

本市の全産業の従業者数は全国的な景気低迷の影響を受け、平成８年（1996 年）以降、

減少傾向にあり、今後の人口減少を勘案すると増加は期待できない状況です。 

本市の全従業者数の３分の２以上が第三次産業に、次いで第二次産業に従事していますが、

小売販売額・製造品出荷額ともに平成９年（1997 年）をピークとして減少傾向にあります。 

このような経済状況により市税を基幹収入とする市の財政も厳しい状況が続く一方で、 

少子高齢化の進展に伴う社会保障関係費の増加など、財政需要が拡大しています。 
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出典：平成 21 年度経済センサス      出典：商業統計（経済産業省）、工業統計（経済産業省） 

図図図図    13131313    長野市長野市長野市長野市・・・・産業分類別産業分類別産業分類別産業分類別のののの従業者数推移従業者数推移従業者数推移従業者数推移（（（（S56S56S56S56～～～～H18H18H18H18））））    図図図図    14141414    長野市長野市長野市長野市・・・・小売販売額小売販売額小売販売額小売販売額・・・・製造品出荷額推移製造品出荷額推移製造品出荷額推移製造品出荷額推移（（（（H6H6H6H6～～～～H19H19H19H19））））    
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注１：平成 18 年度から 22 年度までは決算額、23 年度は当初予算額、24 年度以降は推計値である。 

注２：歳入は、歳入額総額から翌年度へ繰越すべき財源を差し引いた金額 

注３：財政調整のための基本残高は、財政調整基金・減債基金・土地開発基金の残高の合計（減債基金には住宅新築資金等貸付事業償還基

準資金を含む） 

出典：第四次長野市総合計画（後期計画） 

図図図図    15151515    歳入歳入歳入歳入・・・・歳出歳出歳出歳出（（（（普通会計普通会計普通会計普通会計））））とととと財政調整財政調整財政調整財政調整のためののためののためののための基金残高基金残高基金残高基金残高（（（（H18H18H18H18～～～～H32H32H32H32））））    
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このような中、交通政策のみならず福祉・教育の分野を含めて交通全般に対する公的支援

が一般会計に占める割合は年々増加し、支出額においては平成 25 年度（2013 年度）には、

平成 19 年度（2007 年度）の２倍以上となっています。 

交通政策関連の補助金額が増加するなか、今後、公共交通を持続可能なものとするために

は、効率的な運行体系の構築が必要です。 
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図図図図    16161616    交通全般交通全般交通全般交通全般にににに係係係係るるるる支出支出支出支出額額額額    

 

図 17 市が関与するバス等の運行に係る経費 

交通政策費 
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３.２ 公共交通の現状と課題 

（１）交通サービスの状況 

ア 道路及び公共交通の状況 

本市の道路の状況は、長野駅の東側に上信越道が南北方向に、また、並行して国道 18

号、403 号が通っています。横断方向には国道 406 号、19号があり、その合間を補完する

ように県道が整備されています。 

公共交通では、鉄道は北陸新幹線(長野経由)が東京～金沢間を運行しています。在来線

は、JR が松本方面への「篠ノ井線」及び豊野駅から北東に向かう「飯山線」を運行し、

長野電鉄が須坂・湯田中方面へ「長野電鉄長野線」、しなの鉄道は、千曲・上田方面へ   

「しなの鉄道線」及び妙高高原方面へ「北しなの線」を運行しています。 

バス交通は、長野駅を中心に放射状に民間による路線バスが運行し、鉄道駅周辺では 

コミュニティバスが運行しています。 

また、山間部や交通不便地域では、市バスや乗合タクシーが運行することで路線バスを

カバーしています。 

タクシーは、市内一円で少人数個別輸送の役割を担い、特に夜間など鉄道やバスが運行

を終えた時間帯も運行しています。 

 

 

図図図図    18181818    公共交通網公共交通網公共交通網公共交通網    
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イ 公共交通のカバー圏域及びバスサービスの状況 

鉄道、バス等による公共交通カバー圏域は、面積では本市の約 30 パーセントですが、  

人口では 85 パーセント弱に上ります。また、鉄道とバスのカバー圏域人口を比較すると、

鉄道駅から 600 メートル圏域が 20 パーセント弱をカバーしているのに対して、バス停留所

から 300 メートル圏域では 80 パーセント以上をカバーしており、バスの役割は大きいと言

えます。 

表表表表    2222    公共交通公共交通公共交通公共交通サービスのサービスのサービスのサービスの状況状況状況状況    

割合 割合 割合

人口（人） 381,511 71,463 18.7% 310,620 81.4% 322,008 84.4%

面積（km

2

） 834.85 19.11 2.3% 256.09 30.7% 260.49 31.2%

バス300m圏域

鉄道600m圏域＋

バス300m圏域

鉄道600m圏域
長野市

全体

 

 

 

図図図図    19191919    公共交通公共交通公共交通公共交通カバーカバーカバーカバー圏域圏域圏域圏域のののの状況状況状況状況    

 

このように本市において大きな役割を担うバス交通のサービス状況ですが、運行本数に 

おいては、長野駅の直近では１日当たり 500 本以上、周辺でも１日当たり 100 本以上運行  

しているバス停留所が存在し、方面別では、長野駅から浅川・若槻方面と、松代方面へ   

向かう便の本数が多くなっています。 
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一方、長野駅から遠くなるにつれて運行本数が減少する傾向にあり、１日当たり 10 本程

度の路線も多く存在しています。 

また、既存のバス路線を補完する目的で運行している、乗合タクシー、コミュニティバス

は、鉄道駅や路線バスとの結節を行い、ネットワークを形成しています。 

今後も、様々な交通手段の提供によるカバー圏域の拡大と合わせて、サービスレベルの 

向上を図ることが必要です。 

    

図図図図    20202020    バスバスバスバス運行本数運行本数運行本数運行本数のののの状況状況状況状況    

 

    

乗継停留所は長野市 HP より 

図図図図    21212121    乗合乗合乗合乗合タクシー・コミュニティバスとタクシー・コミュニティバスとタクシー・コミュニティバスとタクシー・コミュニティバスと路線路線路線路線バスのバスのバスのバスの交通結節点交通結節点交通結節点交通結節点    

日赤 

丹波島橋南 

市民病院 

北長野駅 

篠ノ井駅 
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ウ 自転車交通の状況 

市民の手軽な移動手段である自転車については、長野駅周辺を中心に自転車走行環境の 

整備を進めており、自転車道や自転車レーンの設置、自転車通行位置の明示などを行ってい

ます。併せて、市内には市営の駐輪場が 34 箇所、交通事業者の駐輪場が４箇所整備されて

おり、収容可能台数は約 9,900 台となっています。 

これらにより、全ての鉄道駅には駐輪場が設置されていますが、依然として放置自転車が

発生しており、長野駅周辺の自転車等整理区域では年間 700 台弱の放置自転車が撤去されて

いる状況です。 

安全・安心に自転車を利用できるよう、走行環境や駐輪環境の整備が、今後も必要となり

ます。 

また、郊外部の交通結節点等において駐輪場を整備することで、自転車と公共交通の連携

とともに放置自転車の発生抑制が期待できます。 

 

  

自転車道運動公園通り線 自転車レーン上松吉田線 

表表表表    3333    駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場のののの状況状況状況状況    

駅名 名称 利用時間

豊野駅北口自転車駐車場 24時間 50

豊野駅北口第二自転車駐車場 24時間 65

豊野駅南口自転車駐車場 24時間 50

信濃浅野駅 信濃浅野駅自転車駐車場 24時間 41 41

北長野駅駅前広場自転車駐車場 24時間 192

北長野駅北口用水上自転車駐車場 24時間 116

北長野駅南口公園自転車駐車場 24時間 168

信濃吉田駅北口自転車駐車場 24時間 173

信濃吉田駅北口自由通路下自転車駐車場 24時間 36

三才駅駅前広場自転車駐車場 24時間 198

三才駅北側自転車駐車場 24時間 186

長野駅自転車駐車場

3月～11月　6:30～20:30

12月～２月　7:00～20:00

900

長野駅東口自転車駐車場 24時間 1,320

長野駅東口第二自転車駐車場 24時間 532

中御所自転車駐車場 24時間 75

安茂里駅北側自転車駐車場 24時間 199

安茂里駅高架下自転車駐車場 24時間 387

安茂里駅南側自転車駐車場 24時間 82

川中島駅自転車駐車場 24時間 541

川中島駅高架下自転車駐車場 24時間 518

川中島駅第二高架下自転車駐車場 24時間 110

今井駅東口自転車駐車場 24時間 491

今井駅西口自転車駐車場 24時間 156

今井駅高架下自転車駐車場 24時間 200

篠ノ井駅北側水路上自転車駐車場 24時間 250

篠ノ井駅西口自転車駐車場 24時間 682

篠ノ井駅東口自転車駐車場 24時間 769

篠ノ井駅南側こ線橋下自転車駐車場 24時間 37

稲荷山駅 稲荷山駅自転車駐車場 24時間 158 158

朝陽駅 朝陽駅自転車駐車場 24時間 306 306

旧松代駅 松代駅自転車駐車場 24時間 110 110

善光寺下駅 善光寺下駅自転車駐車場 24時間 73 73

権堂駅 権堂駅自転車駐車場 24時間 70 70

丹波島橋南バス停 丹波島橋南自転車駐車場 24時間 160 160

本郷駅 本郷駅自転車駐車場 ー 55 55

桐原駅 桐原駅自転車駐車場 ー 80 80

附属中学前駅 附属中学校前駅自転車駐車場 ー 163 163

柳原駅 柳原駅自転車駐車場 ー 229 229

ー

長野駅

今井駅

信濃吉田駅

豊野駅

北長野駅

篠ノ井駅

市営施設合計

市営

668

1,169

847

1,738

三才駅

安茂里駅

川中島駅

自転車収容台数

（台）

165

476

209

384

2,827

事業者

設置

事業者設置合計

合計

9,401

527

9,928  
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エ 観光地へのアクセスの状況 

本市は平成 10 年（1998 年）のオリンピック・パラリンピック開催を契機として国際的  

知名度が向上するとともに、観光・コンベンション都市に成長しました。 

特に観光面においては、国宝善光寺や真田十万石の城下町松代の歴史的建造物のほか、 

飯綱・戸隠・鬼無里などの中山間地域には、自然豊かな山々に抱かれた観光資源が残されて

います。 

これらの観光資源のうち、善光寺や松代は公共交通によりアクセス可能ですが、中山間 

地域に存する観光資源には利便性が高い公共交通が確保されていないものも多い状況です。 

地域活性化に向けてこれらの観光資源を結ぶ交通手段が求められています。 

 

 

出典：（財）ながの観光コンベンションビューローパンフレット 

・ながのし暮らしの便利帳 

図図図図    22222222    長野市内長野市内長野市内長野市内のののの観光地観光地観光地観光地    

 

・容易なアクセス手段がない

観光資源も多い 

・観光資源を生かすには、バ

ス等の他の交通手段を整

備する必要 
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225000

195,034 

207,990 

212,524 213,693 

219,842 

224,978 
乗用車保有台数の推移

（２）交通利用実態の状況 

ア 交通手段及び公共交通の利用状況 

自家用車の保有台数は年々増加傾向にあり、代表交通手段別では、平成 13 年（2001 年）

の 65 パーセントに比べて平成 32 年（2020 年）では自家用車の割合が 70 パーセントへと  

増加することが予想されます。 

公共交通では、鉄道が４パーセント程度ありますが、一方で、乗合バスが減少しており、

合計で約６パーセントに留まっています。 

乗降客数は、鉄道は緩やかな減少傾向にあり、バスは平成 10 年（2008 年）までに大きく

減少した後、1,000 万人程度で推移していました。しかし、その後も減少が続き、      

平成 20 年（2008 年）以降は 700 万人台に減少しています。タクシーは平成 25 年度    

（2013 年度）350 万人で、平成 19 年度（2007 年度）の 465 万人と比較して 115 万人     

（25 パーセント）減少しています。 

このような状況が継続し、更に利用者が減少すると、特に民間事業者が運行する路線に 

ついては維持が困難な状況になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               出典：長野市交通事故統計 

図図図図    23232323    乗用車乗用車乗用車乗用車保有台保有台保有台保有台数数数数のののの推移推移推移推移    

    

    

    

 

 

    

 

 

                                                                                                                                                                                            出典：長野都市圏パーソントリップ調査* 

                                                                    図図図図    24242424    代表交通手段分担率代表交通手段分担率代表交通手段分担率代表交通手段分担率のののの変化変化変化変化        
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2,958 2,963
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0
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路線別乗降客数の推移 (長野市内 )

JR 長野電鉄長野線

(万人/年)

 
           出典：長野市統計書 

図図図図    25252525    鉄道鉄道鉄道鉄道のののの乗降乗降乗降乗降客数客数客数客数のののの推移推移推移推移    
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H17
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H19

(2007)

H20

(2009)

H21

(2010)

H22

(2011)

H23

(2012)

H24

(2013)

万人/年

長野市内の路線バス輸送人員の推移

長電バス

アルピコ交通

※S53は1～12月現在

※市営バス等は除く

 

                                 出典：長野市統計書 

図図図図    26262626    路線路線路線路線バスバスバスバス輸送人員輸送人員輸送人員輸送人員のののの推移推移推移推移    

 

 

465 
419 

395 375 362 351 350 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

長野市内のタクシー輸送人員の推移長野市内のタクシー輸送人員の推移長野市内のタクシー輸送人員の推移長野市内のタクシー輸送人員の推移

【万人／年】

 

             出典：一般社団法人 長野県タクシー協会資料 

図 27 タクシー輸送人員の推移 
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イ 流動、道路交通量及び道路混雑度の状況 

    中心部とそれに隣接する地域との          

流動は、平均的に多い状況ですが、長  

野北～長野東～芹田・大豆島～川中島 

～篠ノ井へと続く一連の流動が見ら 

れます。これは、市内を南北に走る大 

動脈である国道 18 号によるものと 

考えられます。 

道路交通量は、市内を南北に縦断す 

る国道 18号や国道 117 号、上信越自 

動車道（長野 IC～更埴 IC）、県道 58 

号での道路が、他の道路に比べて多く 

なっています。 

道路混雑度は、長野駅周辺から犀川  

に囲まれた範囲で特に混雑度が高く 

なっている状況です。国道 403 号 

や国道 19号では、交通量は他の道路 

に比べて少ないものの、一部区間で混 

雑度が高くなっています。 

市内中心部などの混雑度緩和に向け、公共交通の利用促進とあわせた自動車対策の実施が

必要です。 

 

出典：第 2回長野都市圏パーソントリップ調査（H13）をベースに人口変化を反映した H24 年推計値を作成 

図図図図    28282828    長野市内交通流動長野市内交通流動長野市内交通流動長野市内交通流動                                

 

   
出典：H22 道路交通センサス 

図図図図    29292929    時間交通量時間交通量時間交通量時間交通量                                                        図図図図    30303030    道路混雑度道路混雑度道路混雑度道路混雑度    
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長野長野長野長野 ICICICIC    

交通量 

混雑度 ＝  

交通容量 

18 

117 117 

403 
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ウ 交通事故の状況 

交通事故の発生件数、傷者数は減少傾向にありますが、死者数は平成 23 年（2011 年）   

から増加しています。 

事故件数のうち、65 歳以上の高齢者の割合をみると、死者数については毎年半数以上が

高齢者となっており高い割合です。 
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出典：長野市交通事故統計 

図 31 事故発生状況の推移 
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出典：長野市交通事故統計 

図 32 高齢者（65 歳以上）の事故件数と割合 
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エ 環境に関する状況 

長野市域における温室効果ガス排出量（CO
2
 換算）は、平成 18 年（2006 年）から減少し

ています。京都議定書の基準年である平成２年度（1990 年度）と平成 22年度（2010 年度）

を比較すると、ほぼ同程度となっています。 

また、世帯当たりの温室効果ガス排出量（CO
2
換算）では、自動車が占める割合は    

31.1 パーセントとなっており、各分野が減少または横ばいの中、自動車は増加しています。 
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出典：長野市資料 

図 33 長野市の温室効果ガス排出量の推移 

 

部門

分類 年間消費量換算 t-CO
2

割合 年間消費量換算 t-CO
2

割合

電　力 約4,120kwh 約1.72 37.9% 約4,234kwh 約1.44 34.0%

灯　油 約321ℓ 約0.8 17.6% 約308ℓ 約0.77 18.2%

ガ　ス 約239㎥ 約0.51 11.4% 約243㎥ 約0.52 12.3%

運　輸 自動車 約546ℓ 約1.27 28.0% 約567ℓ 約1.32 31.1%

廃棄物 廃棄物 約0.23 5.0% 約0.19 4.5%

計 4.53 4.24

※自動車の年間消費量はガソリン換算

※世帯数152,343世帯（H22.4.1住民基本台帳から）

※参考：世帯当たり平均人員2.6人（H22国勢調査から）

※四捨五入の関係で合計が100%になりません

2009年度(平成21年度) 2010年度(平成22年度)

分野別

家　庭

 
出典：長野市資料 

図 34 長野市の一世帯当たり平均 CO
2

排出量の内訳 
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規制的手法もや

むを得ない

41%

市民運動による

啓発により誘導

すべき

22%

個人の自発的な

行動にまかせる

べき

32%

その他

5%

(n=1631)

オ 市民の公共交通に対するニーズ 

生活路線バス等に関する市民・利用者アンケートでは、

公共交通の必要性について「現時点でも必要不可欠」「将

来は必要」との回答が９割以上であり、「行政の負担は

増えても公共交通の維持・確保に努めるべき」との回答

が７割を超えていることからも、公共交通の必要性を非

常に強く認識されています。 

また、自家用自動車の利用については、「極力、使用

を控えたい」「徐々に自転車や公共交通に切り替えてい

きたい」「距離や目的地によって使い分けしていきた

い」が６割となり、自家用車の利用を控える意識が高く

なっています。その一方、市街地への自動車流入抑制に

ついては「規制的手法もやむを得ない」が４割に対して、

「個人の自主的な行動にまかせるべき」「市民運動によ

る啓発により誘導するべき」が半数以上であることから、

自家用車の規制的手法は市民の理解を得ながら慎重に進

める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、「新たな交通システム」が導入された

場合の行動変化（乗り換えの場合でも合算の料

金は同じと仮定）については、「今までどおり

バスを利用し、乗り換えて新しい交通システム

を利用」が４割、「利便性が高まれば今まで以

上にバスを利用し、乗り換えて新しい交通シス

テムを利用」が３割と、新たな交通システムは

比較的好意的に受け止められていることがうか

がえます。 

＜公共交通の位置づけについて＞ 

将来は必要

62%

現在も将来も

必要なし

6%

現在でも

必要不可欠

29%

その他

3%

(n=1379)

その他

7%

バスや新しい交

通システムは利

用しない

13%
今までどおりバ

スを利用し、乗り

換えて新しい交

通システムを利

用

40%

乗換地点までは

他の交通手段で

行き、直接新し

い交通システム

を利用

7%

今まで以上にバ

スを利用し、乗り

換えて新しい交

通システムを利

用

33%

(n=332)

＜新たな交通システムの導入後の行動＞ 

これ以上、行政の

負担を増やすべ

きではない

19%

その他

5%

行政負担が

増えても

公共交通の

維持・確保に

努めるべき

76%

(n=1347)

＜公共交通の維持・確保について＞ 

＜自動車流入規制の考え方＞ ＜自家用車の利用の考え方＞ 

極力、使用を

控えたい

9%

徐々に自転車や

公共交通に切り
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をしていきたい

45%

運転が可能な間

は自家用自動車

を利用したい

35%

その他

5%

(n=1664)
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現行のサービスについては、

バス交通を利用しない理由に、

「自動車の方が便利」と回答

された方が６割以上であり、

次いで「バスのサービスが不

便」と回答された方が多くな

っています。 

また、バスサービスの不便

な点として、「本数が少な

い」「運賃が高い」と回答さ

れた方が半数以上を占めてい

ます。 

 

 

 

 

出典：H25 長野市生活路線バス等に関する市民・利用者アンケート調査 

図図図図    35353535    バスをバスをバスをバスを利用利用利用利用しないしないしないしない理由理由理由理由とバスのサービスがとバスのサービスがとバスのサービスがとバスのサービスが不便不便不便不便なななな点点点点            

 

運行本数については、「平日

20 時以降の本数」「休日の本

数」が少ないと思う回答ととも

に、「終発が早い」との回答が

多く寄せられています。 

また、「バス停に屋根がな

い」「バスの到着時刻がわから

ない」などのバス待合環境につ

いても不満が多い状況です。 

今後、バスの利用向上を図る

には、運行や料金体系などニー

ズにあった公共交通への見直

しとともに、利用しやすい環境

の構築が必要です。 

 

 

 

 

出典：H25 長野市生活路線バス等に関する市民・利用者アンケート調査 

図図図図    36363636    現在現在現在現在のバスサービスについてののバスサービスについてののバスサービスについてののバスサービスについての満足度満足度満足度満足度                

 

問3-3　普段の行動でバスを利用しない理由（複数回答可）

20.4%

64.7%

11.8%

4.3%

15.6%

21.5%

9.5%

6.5%

26.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

目的地が近い

自動車のほうが便利

自転車のほうが便利

鉄道のほうが便利

バス停が遠い

目的地までバス路線がない

仕事で自動車を使う

誰かが自動車で送迎してくれる

バスのサービスが不便

(n=1151)

問3-4　バスのサービスが不便な点（複数回答可）

37.7%

32.7%

71.7%

25.7%

8.7%

23.0%

52.3%

10.0%

21.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

所要時間がかかる

時間どおりにバスが来ない

本数が少ない

乗換が面倒

始発が遅い

終発が早い

運賃が高い

小銭での支払いが面倒

路線がわかりづらい

(n=300)

 

19.7%

15.5%

15.6%

29.1%

27.2%

18.4%

29.1%

26.5%

12.9%

12.5%

34.4%

15.5%

5.7%

16.2%

10.4%

5.4%

10.9%

8.3%

14.6%

10.3%

32.1%

27.1%

34.9%

16.2%

22.8%

27.3%

22.7%

25.7%

32.7%

28.1%

14.5%

25.2%

27.5%

26.0%

19.5%

28.7%

14.8%

11.0%

23.5%

28.0%

19.6%

21.8%

18.7%

26.3%

16.0%

26.2%

25.5%

34.9%

21.1%

30.1%

20.1%

29.8%

26.0%

19.1%

20.8%

31.6%

22.8%

19.8%

27.3%

39.4%

17.4%

44.0%

23.7%

23.2%

28.0%

33.9%

26.8%

29.1%

28.3%

22.3%

18.7%

22.2%

13.5%

30.2%

21.8%

25.4%

23.0%

26.0%

12.6%

18.2%

23.4%

15.6%

19.8%

23.2%

16.8%

8.2%

14.1%

28.1%

26.0%

23.9%

29.1%

28.7%

30.9%

21.3%

33.9%

14.0%

17.0%

9.7%

24.0%

19.0%

7.5%

9.0%

6.7%

6.5%

5.8%

12.2%

7.3%

6.5%

10.6%

11.8%

11.4%

11.7%

31.4%

11.0%

9.7%

12.0%

11.8%

13.1%

9.5%

17.6%

9.0%

8.2%

6.9%

8.4%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平日7～9時台の本数が少ない

平日10～16時台の本数が少ない

平日17～19時台の本数が少ない

平日20時台～の本数が少ない

休日の本数が少ない

始発が遅い

終発が早い

定時性がない

自動車より時間がかかる

鉄道との乗り継ぎが悪い

運賃が高い

乗り継ぎ時の割引がない

支払が面倒

乗降口の段差が大きい

座席が少ない

握り棒・つり革が少ない

乗り心地（急発進・急停車）が悪い

乗務員の接客態度が悪い

到着時間がわかりにくい

バス停まで遠い

バス停に屋根がない

バス停にベンチがない

バスの到着時刻がわからない

のりば・時刻表が会社別で不便

バスに関する情報が少ない、わかりづらい

凡例

問2-1 現在のバスサービスについての満足度【項目別】

非常にそう思う ややそう思う どちらとも言えない 全くそう思わないそう思わない

(n=314)

(n=339)

(n=303)

(n=321)

(n=341)

(n=334)

(n=326)

(n=329)

(n=338)

(n=333)

(n=336)

(n=341)

(n=331)

(n=330)

(n=338)

(n=325)

(n=319)

(n=313)

(n=304)

(n=311)

(n=302)

(n=324)

(n=319)

(n=308)

(n=316)

50%
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（３）公共交通の課題 

これら本市の社会状況、公共交通を取り巻く状況から、現在の本市の課題を整理します。 

 

 

 

�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都

市

の

状

況

 

公

共

交

通

の

状

況

 

◆少子高齢化・核家族化の進行 

・平成 12 年をピークに人口が減少している。また、年少人口、

生産年齢人口が減少する一方で、高齢人口は増加し、人口減

少と少子高齢化が同時に進行している。 

・世帯数は増加しているが、核家族化が進行している。 

現 状 

◆都市の拡散 

・長野駅・篠ノ井駅を中心に広がっている DID 地区は、年々拡

大の傾向にあり、低密な市街地が拡大している。 

・DID 区域周辺では鉄道やバス路線沿線で人口集積が見られる

が、山間部では沿線以外にも居住がみられる。 

運

行

・

利

用

実

態

 

利

用

者

意

向

 

◆公共交通利用の減少 

・南北方向に運行本数が多い路線が集中している。 

・代表交通手段分担率（H 元、H13 の比較）をみると、自動車   

利用の割合は大きく増加（H 元：52.2％⇒H13：65.6％）し、

二輪車の割合は減少している。 

・バス利用者数は、平成 10 年までに大幅に減少し、その後も徐々

に減少傾向にある。平成 20 年以降は、年間利用者数が 700 万

人台で推移している。 

・鉄道利用者は緩やかに減少している 

◆自動車利用の増加 

・市内を縦断する国道 18 号や国道 117 号において、交通量、混

雑度ともに多くなっている。 

・通勤通学時の自動車利用の割合は増加しており、自動車依存

が進んでいる。 

◆自転車の適正利用 

・自転車走行環境整備や駐輪場整備は進んでいるものの、依然

として放置自転車等がみられる。 

◆バス交通の利便性 

・バス交通を利用しない理由として、自動車の方が便利、バス

のサービスが不便といった意見が多く挙がっている。バスサ

ービスの不便な点としては、運行本数が少ない、運賃が高い

といった意見が多い。 

・平日 20 時以降や休日に対する本数増、またバスの待合環境の

改善に関する意見が多い。 

財

政

の

状

況

 

◆補助額等の増加 

・バス交通に対する補助額は年々増加しており、交通全般に係

る本市全体での補助は、平成 25 年度と平成 19 年度では 2 倍

以上に、交通政策（路線バス、コミュニティバス、中山間地

域輸送システム等への補助）に対しては平成 25 年度と平成 19

年度では 4.6 倍以上となっている。 

・また、補助対象とする路線も増加している。 

◆観光資源を結ぶアクセス手段の不足 

・自然の豊かな中山間地域に存在する観光資源には、容易にア

クセス可能な交通手段がないものが多い。 

課 題 

●交通弱者増加の可能性 

� 高齢化が進むにつれて、自らの足で

移動できない方々が増加する可能性

があり、交通弱者が増加する恐れが

ある。 

●公共交通の非効率となる可能性 

� 居住地の拡散にあわせて公共交通

の整備を行うと、長大路線化が進

み、非効率な路線となる可能性があ

り対応が必要。 

●公共交通の維持が困難となる 

可能性 

� 公共交通、特にバス利用者が年々減

少している反面、自家用車利用が増

加している。 

� 民間事業者が運行する路線は、更に

利用者が減少すると、路線の維持が

困難になる可能性がある。 

●自転車利用環境の整備の必要性 

� 安全、安心に自転車を利用すること

ができるよう、走行環境や駐輪環境

の整備が必要。 

� 郊外部での駅や交通結節点等にお

いて駐輪場を整備することで、自転

車と公共交通の連携を図ることも必

要。 

●ニーズにあった公共交通体系の

見直しの必要性 

� バス利用向上を図るには、終発の繰

下げや料金体系の見直し等が必要と

考えられる。 

� また、誰にとっても利用しやすい環

境の構築も必要である。 

●効率的な運行体系構築の必要性 

� 財政状況が厳しくなるなか、持続可

能な交通体系の構築のため、効率的

な運行体系の構築が必要。 

●地域間を結ぶ交通の必要性 

� 地域の活性化のため、観光資源を結

ぶ交通手段が必要。 
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３.３ 上位計画の整理 

現在の上位計画・関連計画での公共交通のあり方について整理します。 

 

（１）国の動向 

 
国を取り巻く社会経済情勢の変化 

交通政策に求められる役割が大きい 

❏ 総合的かつ計画的な施策の推進 ❏ 国・自治体・事業者の密接な連携 

交通政策基本法 

改正地域公共交通活性化再生法 

➢交通施策に関する基本理念 

➢国・地方公共団体・交通関連事業者等の責務、国民等役割 

➢国の施策 

・国民等の交通に対する基本的な需要が適切に充足されることが重要 

➢基本方針に定める事項の見直し 

 ・地域公共交通が都市機能の増進に寄与するよう配慮 

 ・交通政策基本計画との調和 

政

府

・

関

係

者

が

一

体

と

な

り

、

 

交

通

政

策

を

推

進

す

る

枠

組

み 

地

域

経

済

活

動

の

基

盤

で

あ

る

地

域

公

共

交

通

網

の

 

確

保

が

喫

緊

の

課

題

。

地

方

公

共

団

体

が

中

心

と

な

り

、

地

域

公

共

交

通

の

再

構

築

を

国

が

支

援

す

る

よ

う

改

正

 

➢地域公共交通網形成計画の作成 

 ・基本方針に基づき、市町村区域内の持続可能な地域公共交通網の形成 

に資する計画を作成することができる 

 ・施設の立地の適正化に関する施策との連携に配慮 

・人口減少 

・少子高齢化 

・地方の生活交通

の確保 

・国際競争の激化 

・経済の低迷化 

・大規模災害への対応 

・災害に強い国土づくり 

➢地域公共交通再編事業 

 ・形成計画に即して再編事業を実施するための計画を作成し、再編事業 

  を推進すること 

 ・国土交通大臣の認定による特例措置 

➢交通政策基本計画の閣議決定と国会への年次報告 
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ア 交通政策基本法の概要          （公布・施行年：平成 25 年 12 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 人口減少、少子高齢化が加速度的な進展、特に地方のバスなどの運輸事業の経営悪化が 

深刻化している中で、過疎化が進む地域における生活交通の確保、国際競争の激化、巨大 

災害の発生への備えなど、交通を取り巻く社会経済情勢が変化している。 

� 国民生活及び経済活動にとって必要不可欠な基盤である交通に関する施策を総合的かつ計画

的に推進することが求められている。 

� 交通に関する施策について、基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務並びに国

民の役割を明らかにするとともに、交通に関する施策の基本となる事項等について定めた法律 

 

� 目的（第１条） 

 交通に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、

並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、交通に関する施策を総合

的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ること

を目的とする。 

� 責務・役割 

➢国の責務（第８条） 

・交通に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務  

 ➢地方公共団体の責務（第９条） 

  ・国との適切な役割分担を踏まえ、区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を

策定し、及び実施する責務 

 ➢交通関連事業者及び交通施設管理者の責務（第 10 条）  

・業務を適切な実施 

・国又は地方公共団体が実施する施策に協力するよう努める。 

 ➢国民等の役割（第 11 条） 

  ・自ら取り組むことができる活動に主体的に取り組むよう努める。 

・国又は地方公共団体が実施する交通に関する施策に協力するよう努める。 

交通政策基本法の主な内容 

� 基本理念 

➢交通に関する施策の推進に当たっての基本的認識（第２条） 

 ・国民の自立した日常生活及び社会生活の確保 

・活発な地域間交流及び国際交流並びに物資の円滑な流通 

・国民等の交通に対する基本的な需要が適切に充足されることが重要 

➢交通の機能の確保及び向上（第３条） 

   ・国の近年の急速な少子高齢化の進展その他の社会経済情勢の変化に対応 

・豊かな国民生活の実現 

・産業、観光等の国際競争力の強化 

・地域経済の活性化その他地域の活力の向上 

  ・大規模災害の機能維持、避難のための移動等に対する的確な対応  

➢交通による環境への負荷の低減（第４条） 

➢交通の適切な役割分担及び有機的かつ効率的な連携（第５条） 

 ・徒歩、自転車、自動車、鉄道、航空機等の手段が、特性に応じて適切に役割分担 

➢連携等による施策の推進（第６条） 

 ・まちづくり、観光立国等の観点を踏まえ、国、地方公共団体、運輸事業、住民等が 

連携 

➢交通の安全の確保（第７条） 

寄与するため機能の維持向上 
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� 法制上の措置等 

➢政府は、交通に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置を講ずる。  

 
＜国の施策＞ 

� 日常生活等に必要不可欠な交通手段の確保 

� 高齢者・障害者・妊産婦等の円滑な移動のための構造・設備改善 

� 利便性向上、円滑化及び効率化 

 ・定時性の確保 ・速達性の向上  ・快適性の確保 ・円滑な乗継 

� 運輸事業の健全な発展 

 ・事業基盤の強化 ・人材の育成 

� 環境負荷の低減 

� 総合的な交通体系の整備等 

 ・道路交通、鉄道交通等の間における連携強化促進 

� まちづくり、観光立国実現の観点からの施策推進 

� その他 

 ・調査研究  ・技術開発  ・国民意見の反映 

交

通

政

策

基

本

計

画

の

閣

議

決

定

・

公

表

 

� 国会への年次報告 
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イ 交通政策基本計画 

（策定：平成 27 年２月閣議決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

➢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 交通政策基本法が示す交通政策の長期的な方向性を踏まえ、政府が今後講ずべき交通に関

する施策について定めた計画 

� 交通に関する施策の「基本的方針」、計画期間内に目指すべき「目標」、目標の各々について取

り組むべき「施策」の三層構造 

� 人口急減、少子化、超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、個性あふれる地方の

創生により次世代へと豊かな暮らしをつないでいくことが極めて重要とし、従来の発想にとらわ

れず、国として全力で取り組んでいくこととされている 

� 計画期間：平成26年度から平成32年度まで 

 

交通政策基本計画の主な内容 

� 交通政策が対応すべき社会・経済の動き 

 ➢人口急減、超高齢化の中での個性あふれる地方創生 

 ➢グローバリゼーションの進展      ➢巨大災害の切迫、インフラの老朽化 

 ➢地球環境問題             ➢ＩＣＴの劇的な進歩など技術革新の進展 

 ➢東日本大震災からの復興        ➢東京オリンピック・パラリンピックの開催 

今後の基本認識 

 

成長と繁栄の基盤となる国

際・地域間の旅客交通・物流

ネットワークの構築 

 

豊かな国民生活に資する 

使いやすい交通の実現 

 

 

持続可能で安心・安全な交通

に向けた基盤づくり 

 

方針Ａ 方針Ｂ 方針Ｃ 

目標と講ずべき施策 

目標①  

自治体中心に、コンパクト

シティ化等まちづくり施策

と連携し、地域交通ネット

ワークを再構築する 

目標② 

地域の実情を踏まえた多様

な交通サービスの展開を後

押しする 

目標③ 

バリアフリー*をより一層

身近なものにする 

目標④  

旅客交通・物流のサービス

レベルをさらなる高みへ引

き上げる 

目標① 

我が国の国際交通ネットワ

ークの競争力を強化する 

目標② 

地域間のヒト・モノの流動

を拡大する 

目標③ 

訪 日 外 客 2000 万 人 に  

向け、観光施策と連携した

取組を強める 

目標④ 

我が国の技術とノウハウを

活かした交通インフラ・サ

ービスをグローバルに展開

する 

目標① 

大規模災害や老朽化への

備えを万全なものとする 

目標② 

交通関連事業の基盤を 

強化し、安定的な運行と 

安全確保に万全を期する 

目標③ 

交通を担う人材を確保

し、育てる 

目標④ 

さらなる低炭素化，省エネ

化等の環境対策を進める 

施策の推進に当たって特に留意すべき事項 

➢適切なフォローアップ  ➢国・自治体・事業者・住民等の連携・協働  ➢技術革新 
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指標名 

数 値 指 標 

現状 ⇒ 目標 

◎基本方針Ａ 

豊かな国民生活に資する使いやすい交通の実現 

＜目標①＞  

自治体中心に、コンパクトシティ化等まちづくり施策と連携し、地域交通ネットワークを再構築

する 

 

改正法に基づく地域公共交通網形成

計画の策定総数 

2013 年度 － ⇒ 2020 年度 100 件 

 デマンド交通の導入数 2013 年度 311 市町村 ⇒ 2020 年度 700 市町村 

＜目標②＞  

 地域の実情を踏まえた多様な交通サービスの展開を後押しする 

 

LRT の導入割合（低床式路面電車の導

入割合） 

2013 年度 24.6% ⇒ 2020 年度 35% 

 デマンド交通の導入数（再掲） 2013 年度 311 市町村 ⇒ 2020 年度 700 市町村 

＜目標③＞  

バリアフリーをより一層身近なものにする 

 車両のバリアフリー化 

 鉄軌道車両 2013 年度 60% ⇒ 2020 年度 約 70% 

 ノンステップバス 2013 年度 44% ⇒ 2020 年度 約 70% 

 リフト付バス等 2013 年度 4% ⇒ 2020 年度 約 25% 

旅客施設等のバリアフリー化 

（｢移動等円滑化の促進に関する基本方針」等に定められた整備目標の実現｣） 

  段差解消率       鉄軌道駅 2013 年度 83% ⇒ 2020 年度 100% 

 バスターミナル 2013 年度 82% ⇒ 2020 年度 100% 

視覚障害者誘導用ブロック整備率      

 鉄軌道駅 2013 年度 93% ⇒ 2020 年度 100% 

 バスターミナル 2013 年度 80% ⇒ 2020 年度 100% 

＜目標④＞  

旅客交通・物流のサービスレベルをさらなる高みへ引き上げる 

 

相互利用可能な交通系ＩＣカードが

導入されていない都道府県の数 

2013 年度 12 県 ⇒ 2020 年度 0 県 

 

バスロケーションシステム*導入系統数 

（うちインターネットから閲覧可能） 

2012 年度 

11,684 系統 

(10,152 系統) 

⇒ 2020 年度 17,000 系統 

◎基本方針Ｂ 

成長と繁栄の基盤となる国際・地域間の旅客交通・物流ネットワークの構築 

＜目標②＞ 

 地域間のヒト・モノの流動を拡大する 

 北陸新幹線開業を通じた交流人口拡大 2014 年度 － ⇒ 2017 年度 20%増 

◎基本方針Ｃ 

持続可能で安心・安全な交通に向けた基盤づくり 

＜目標④＞  

 さらなる低炭素化、省エネ化等の環境対策を進める 

 公共交通の利用促進 

関連する目標と目標数値 
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（２）まちづくり関連 

ア 第四次長野市総合計画後期基本計画 

（策定年：平成 24 年、計画期間：平成 24 年度～平成 28 年度） 

� 行政だけでなく市民や事業者等も一体となった交通体系の整備を推進することで環境負荷の

軽減を図り、また市民だけでなく観光客なども快適に移動できる公共交通の充実を目標として

います。 

� 公共交通の整備にあたっては、路線バスの充実のほか、コミュニティバス、デマンドタクシー* 

など、様々なシステムを用いて充実を図ることで、地域特性やニーズにあった公共交通システ

ムを構築し、日常生活を支える移動手段を確保することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 37 長野市総合計画における交通政策の方向性 

交通体系の整備 

方針 市民・地域・事業者・関係団体・行政が一体となった交通体系の整備を

推進し、環境負荷の軽減を考慮しながら交通の円滑化を図り、市民や観

光客が快適に市内を移動できる公共交通が充実したまちを目指します。 

市内路線バスの年間利用者数 

現状値（H22）    目標値（H28） 

717 万人      739 万人 

利便性と環境負荷の軽減を考慮しながら整備されている 

現状値（H23）   目標値（H28） 

21.6％      25～50％ 

公共交通機関の整備 

【施策の目標】 

地域の特性や市民ニーズに合った公共交通システ

ムの構築を図り、環境負荷の少ない、快適で日常

生活を支える移動手段の確保を目指します。 

【主な取組】 

□中山間地域におけるデマンドタクシー*や市 

バスなど、地域の特性や移動需要に見合った 

生活交通を維持・確保 

□乗合タクシーや地域循環コミュニティバスな

ど、生活拠点や地域拠点を結ぶ移動手段を確

保・充実し、交通不便地域の解消 

□既存バス路線を維持するとともに、移動需要に

見合った市街地バス路線の再編の検討 

□北陸新幹線沿線の自治体などと連携し、長野以

北の新幹線の建設促進と並行在来線の利用促

進等による安定的な存続運行の実現 

□鉄道事業者の設備整備を支援し、鉄道輸送の安

全性や利便性向上の促進 

 

利用しやすい交通環境の整備 

【施策の目標】 

地域の公共交通を社会全体で支える仕組みの構

築により、様々な交通手段が円滑に機能し、使い

やすく、分かりやすい交通環境の整備を目指しま

す。 

【主な取組】 

□ノーマイカーデー*等と連動したモビリティ・

マネジメント、パーク＆ライドなどを実施し、

マイカーから公共交通機関への転換を促進 

□既存の交通体系を活用し、バス相互やバスと電

車の連携など、公共交通機関のネットワーク化 

□ＩＣカードの導入や、バス路線等の分かりやす

い情報提供などにより、バス利用者の利便性の

向上 

□駅・バス停周辺に自転車駐車場を整備し、自転

車利用者の利便性の向上を図り、公共交通機関

への乗換えを促進 
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イ 長野市都市計画マスタープラン 

（策定年度：平成 19 年度改定、計画期間：平成 38 年まで） 

� 集約型都市構造の形成と、地域資源を活かし各地域が連携した一体的な都市の形成を目指

し、４つの都市拠点、２つの都市軸、自然観光拠点、地域交流軸から構成される都市構造が

示されています。 

� 都市づくりの目標である「歩いて暮らせる街」の形成の核となる都市拠点（広域拠点、地域拠

点、生活拠点）では、それぞれの目的にあった機能の集約をすることとし、公共交通の充実を

図ります。また、それら拠点間を交通軸で結ぶ計画を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 38 都市構造の整備方針図 

 

都市拠点・都市軸 内容 該当箇所 

①都市拠点 広域拠点 高次の広域的都市機能を集積 長野地区中心市街地 

地域拠点 広域拠点に次ぐ機能を分担し、生

活と交流のための都市機能を集

積 

篠ノ井、松代、北長野 

生活拠点 生活と密着したサービスを提供

する都市機能を集積 

戸隠、芋井、川中島、信更、

市民病院周辺等 

交流拠点 交流・観光・レクリエーションの

広域的な拠点 

エムウェーブ、若里、南長

野運動公園など 

②都市軸 基幹都市軸 公共交通を基本とした軸 豊野～北長野～長野～篠

ノ井～屋代、長野～須坂 

歴史・交流軸 周辺地域の拠点や歴史的な街を

結ぶ軸 

須坂～松代～屋代 

戸隠～長野～松代 

③自然観光拠点 自然環境と共生した居住・観光の

拠点 

戸隠高原、飯鋼高原、茶臼

山、聖山高原 

④地域交流軸 自然観光拠点や地域の拠点を結

び、都市機能の連携や広域的観光

ネットワークの形成を高める軸 

国道 406 号、県道 36 号、

国道 19 号 

 出典：長野市都市計画マスタープラン／平成 19 年 4月 
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図 39 都市拠点の形成による集約型都市構造のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域拠点 周辺地域との公共交通の結節性を向上 

地域拠点 周辺住宅地から駅前へのバスや車でのアクセスを強化 

パーク・アンド・ライド*による公共交通への乗換拠点 

生活拠点 最寄り駅までの循環バス等の公共交通アクセス強化 

鉄道駅から離れた地域では、支所等を核としてバスなどの生活交通を確保 

 

図 40 集積する機能による階層的に構成される都市拠点の概念図 

出典：長野市都市計画マスター

プラン／平成 19 年 4 月

出典：長野市都市計画マスター

プラン／平成 19 年 4月 
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ウ その他の計画 

計画計画計画計画    主な内容主な内容主な内容主な内容    

長野市中心市街地

活性化基本計画 

【第二期計画】 

� 中心市街地が、善光寺参道を軸とした「門前都市・ながの」として、将来

に向かって継続的に発展していくことを目指す。 

� 中心市街地において歩行者空間の利便性向上を図りまちなか観光を促進

すること、公共交通の充実により歩いて暮らせるまちづくりを行うことな

どを基本方針とする。 

長野市やまざと振

興計画 

� 中山間地域において、「安全安心な生活の確保」を掲げ、児童・生徒や高

齢者などの日常生活を支える移動手段の確保・維持するために、市バス等

運行事業、空白型乗合タクシー運行事業等を主要事業として提示。 

長野市過疎地域自

立促進計画 

� 車の運転ができない高齢者等が増加しており、移動手段の確保のためにバ

ス路線の維持が課題。 

� 必要なサービスの効率的な提供により利用促進を図り、公共交通機関の維

持に努める。 

第二次長野市環境

基本計画 

� 温室効果ガス排出削減目標を掲げ、交通関連の取組みとして、マイカーの

使用抑制と公共交通機関の利用促進を挙げている。 

長野市地球温暖化

対策地域推進計画 

� 望ましい姿として、「歩いて暮らせるまち」を掲げ、車利用の抑制、自転

車の積極的利用、公共交通機関の効率良い運行としている。 

� 方針に対応した施策の１つとして、新交通システムの導入を挙げている。 

長野市観光振興計

画 

� 市内中心部にある善光寺のほか、戸隠・松代といった主要な観光地の魅力

を開発するとともに、これら魅力の向上とあわせて、各地を結ぶ交通機関

の整備が必要。 

第 6 次長野市高齢

者福祉計画 

� 交通弱者の移動手段の確保のため、交通空白地域・不便地域の解消を図る

とともに、安心かつ便利に利用できる環境整備を促進。 

� バス路線の運行に対する支援の継続や、モビリティ・マネジメント等によ

る利用の促進のほか、バリアフリー化も進める。 

長野市障害者基本

計画 

� 短期目標としては、事業所が積極的に事業の利活用を図る、長短時間の利

用負担の見直しを行うなど、移動支援を充実。 

� 長期目標としては、地域公共交通ネットワークの構築や公共交通機関の利

用促進を図るための自転車駐車場整備など、日常の移動手段を充実。 

 

国土のグランド 

デザイン２０５０ 

 

（国土交通省） 

� コンパクト＋ネットワーク 

地域におけるサービス機能のコンパクト化と、コンパクト化をネットワー

クで支える。 

� 多様性と連携 

個性ある地域の創生と、それぞれの地域が連携して対流を活発化  

� 12 の基本戦略のうち、公共交通ネットワークを活用した主な戦略 

・中山間地域等における「小さな拠点」づくり 

・都市部での「コンパクトシティ*」 

・複数の都市が機能分担し連携を図る「高次地方都市連合」  
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（３）交通政策関連 

ア 長野市新交通システム導入検討調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41 公共交通の方向性と基幹となる公共交通軸の設定

出典：新交通システム導入可能性について／平成 25 年 4月 

� 「市の新たな基幹となる公共交通システム」となる新交通システムの役割・あり方を整理し、ケースス

タディとしてルート設定し、検討しました。 

� 結果、比較的距離が短く、一定の利用者が見込める区間であれば、便益に見合う事業費、運行経

費に係る採算性が確保される可能性が見込めたものの、走行車線減少に伴う道路環境への影響、

既存路線バスへの影響、費用対効果等の全市的な大きな課題が山積している状況であります。 

� 市の交通体系の将来像において必要性等を検討した上で、「中心市街地長野地区を中心とした

南北方向軸」の形成に向けて、将来の需要の喚起、事業主体や技術革新、都市構造の変化

等を勘案しながら、中期的には BRT、長期的には LRT の導入を検討することとしています。 

＜＜＜＜新交通システムの役割・あり方＞＞＞＞    

 公共交通公共交通公共交通公共交通ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの軸軸軸軸    

➣基幹となる公共交通の軸として、他の公共交通とのネットワークを構築して利便性を向上させる

効果 

 高高高高いいいい明示性明示性明示性明示性    

➣長野市民のみならず市外からの来訪者も含めた誰もが、安心して目的地に行けるわかりやすさ

を持つ交通サービス 

 既存公共交通既存公共交通既存公共交通既存公共交通よりもよりもよりもよりも高高高高いいいい利便性利便性利便性利便性    

➣自動車と競合できる高い交通サービス（高い定時性・速達性）を持つ基幹となる公共交通 

 まちづくりへのまちづくりへのまちづくりへのまちづくりへの寄与寄与寄与寄与    

➣中心市街地の活性化や観光地への広域的回遊性を促す効果 

➣技術革新に併せて、CO

２

排出量の少ないシステムを導入するなど、低炭素社会の実現に向

けた先導的な役割 

 ユニバーサルデザインへのユニバーサルデザインへのユニバーサルデザインへのユニバーサルデザインへの対応対応対応対応    

➣今後、更に増加すると見込まれる高齢者層をはじめ、全ての人が安全に、安心して使えるユニ

バーサルデザインへの対応が可能 

 一定一定一定一定のののの需要需要需要需要のののの見込見込見込見込みみみみ    

➣持続可能な公共交通体系とするための一定の需要の見込める公共交通 

 南北方向軸 

➣路線バスが公共交通軸としての機能を担って

いるが、自動車と走行空間が同じであり、定時

性・速達性の点や明示性の面で課題がある。 

➣専用走行空間の確保や高度道路情報システ

ム（ITS）の活用による定時性・速達性の確保

や明示性に富む存在感が必要。 

 東西方向軸 

 ➣鉄道路線が高いサービスと明示性を備え、公

共交通軸としての機能を果たしています。 
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イ 長野県新総合交通ビジョン 

（策定年：平成 25 年、計画期間：平成 25 年～平成 39 年） 

• 県土の将来像に「長寿社会の確かな暮らしを支える地域交通の確保」「交流の結節点“信州”を 

快適につなぐ移動環境の形成」を目指すとしています。 

• 「長寿社会の確かな暮らしを支える地域交通の確保」に向けては、BRT*や LRT*なども含めた  

移動需要に即した市街地の賑わいを支える快適で便利な交通サービスの提供、デマンド交通など

地域の実情に応じた中山間地域等の生活を支える継続可能な交通サービスの提供を掲げていま

す。 

• また、「交流の結節点“信州”を快適につなぐ移動環境の形成」に向けては、北陸新幹線や中央 

リニア新幹線などの広域交通の整備を見据え、主要鉄道駅を拠点として観光地を快適に周遊でき

る観光バスや路線バスの運行など観光地へのアクセス性の確保が掲げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 42 長寿社会の確かな暮らしを支える地域交通の確保のイメージ 

出典：長野県新交通ビジョン／平成 25 年 3月 
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ウ その他計画 

 

計画計画計画計画    主な内容主な内容主な内容主な内容    

北しなの線新駅設

置調査 

• 北しなの線について新駅設置の可能性を検討。 

 

千曲川新道活性化

プラン 

• 長野電鉄屋代線の鉄道跡地に、サイクリングやウォーキングを楽し

む道路として整備。 

• 各駅跡地は、トレインメモリアルパークなど地域の拠点となる施設

を整備するほか、路線バスのパーク＆ライド駐車場として活用。 
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第４章 公共交通の役割と将来像 

 

４.１ 課題と対応の方向性 

現在の本市における公共交通の課題、及び上位・関連計画を整理した中から、今後の対応の

方向性を示します。 

 

第４章 公共交通の役割と将来像 

課 題 

●交通弱者増加の可能性 

� 高齢化が進むにつれて、自らの足で移動

できない方々が増加する可能性があ

り、交通弱者が増加する恐れがある。 

●公共交通の非効率となる可能性 

� 居住地の拡散にあわせて公共交通の整

備を行うと、長大路線化が進み、非効率

な路線となる可能性があり対応が必要。 

●公共交通の維持が困難となる可能性 

� 公共交通、特にバス利用者が年々減少し

ている反面、自家用車利用が増加してい

る。 

� 民間事業者が運行する路線は、更に利用

者が減少すると、路線の維持が困難にな

る可能性がある。 

●自転車利用環境の整備の必要性 

� 安全、安心に自転車を利用することがで

きるよう、走行環境や駐輪環境の整備が

必要。 

� 郊外部での駅や交通結節点等において

駐輪場を整備することで、自転車と公共

交通の連携を図ることも必要。 

●ニーズにあった公共交通体系の見直し

の必要性 

� バス利用向上を図るには、終発の繰下げ

や料金体系の見直し等が必要と考えら

れる。 

� また、誰にとっても利用しやすい環境の

構築も必要である。 

●効率的な運行体系構築の必要性 

� 財政状況が厳しくなるなか、持続可能な

交通体系の構築のため、効率的な運行体

系の構築が必要。 

●地域間を結ぶ交通の必要性 

� 地域の活性化のため、観光資源を結ぶ交

通手段が必要。 

①集約型都市構造の実現に資する 

公共交通の形成 

 

○コンパクトなまちづくり施策と連携し、市内

の各拠点間を結ぶネットワークの強化と拠

点内、拠点間、郊外部など、運行箇所や地区

に応じた交通システムの検討が必要 

＜上位・関連計画での記載＞ 

長野市都市計画マスタープラン 

長野県総合交通ビジョン 

長野市地域公共交通連携計画  等 

③観光を軸とした地域の振興に 

寄与する公共交通の形成 

 

○市民の足としてだけでなく、地域活性化を図

るため、観光客等の来外者の利便性を向上さ

せる公共交通とする必要 

＜上位・関連計画での記載＞ 

長野市観光振興計画 

千曲川新道活性化プラン  等 

②高齢化等を踏まえ、誰もが安全・ 

安心に移動できる公共交通の形成 

 

○今後、さらなる増加が予測されている高齢者

の移動手段の確保や、誰でも安全・安心して

利用しやすい交通体系の構築が必要 

＜上位・関連計画での記載＞ 

長野市高齢者福祉計画 

長野市障害者基本計画  等 

④環境的にも都市経営的にも 

持続可能な公共交通の形成 

 

○環境的にも都市経営的にも持続可能なサー

ビスを提供できる交通システム、運行主体な

どの運行体系の見直しを検討する必要 

＜上位・関連計画での記載＞ 

第四次長野市総合計画 

第二次長野市環境基本計画 等 

⑤公共交通の利用促進 

 

○モビリティマネジメントを中心として自動

車の利用規制を視野にいれた施策を検討す

る必要 

対応の方向性 
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４.２ 公共交通の担うべき役割 

課題等に対応するための今後の方向性を踏まえ、将来の本市における公共交通の担う役割

をまとめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 公共交通の利便性を高め、地域間の連携が図られることで、本市が次世代においても  

誰もが住みやすく活動しやすい集約型都市構造を形成するよう、地域間地域間地域間地域間（（（（拠点拠点拠点拠点））））やややや、、、、

人人人人とととと人人人人とをつなぐとをつなぐとをつなぐとをつなぐ。。。。 

集約型都市構造の実現に資する公共交通の形成 

 

� 誰もが安心して利用でき、安全に移動できる手段を提供することで、市内各地域におい

て、自動車を運転できない高齢者や高校生でも日常生活が安心して送れるよう、人々人々人々人々のののの

生活生活生活生活・・・・地域地域地域地域をををを守守守守るるるる。。。。 

高齢化等を踏まえ誰もが安全・安心に移動できる公共交通の形成 

 

� 本市の重要な資源である観光地等への回遊性を高めるため、来訪者にも分かりやすい運

行サービスを提供し、交流促進を図ることで観光面からも本市の経済活動経済活動経済活動経済活動をををを育育育育てるてるてるてる。。。。 

観光を軸とした地域の振興に寄与する公共交通の形成 

 

� 地域公共交通の問題意識を地域において共有し、地域住民地域住民地域住民地域住民((((利用者利用者利用者利用者))))がががが主体的主体的主体的主体的にににに課題課題課題課題

解決解決解決解決にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みにみにみにみに参加参加参加参加することですることですることですることで持続可能持続可能持続可能持続可能なななな公共交通公共交通公共交通公共交通をををを形成形成形成形成するするするする。。。。    

� 地域特性や利用者のニーズに応じて、多様な交通サービスにより必要な箇所に必要な運行

サービスを提供するとともに、継続的な運行サービスを提供するため、運行主体運行主体運行主体運行主体のありのありのありのあり

方方方方をををを含含含含めためためためた公共交通公共交通公共交通公共交通をををを形成形成形成形成するするするする。。。。    

� 過度な自動車利用からの脱却を図り、次世代も安心して暮らせるよう、環境負荷の   

少ない社会の実現に向け、公共交通公共交通公共交通公共交通へのへのへのへの転換転換転換転換にににに向向向向けたけたけたけた意識改革意識改革意識改革意識改革をををを図図図図るるるる。。。。    

環境的にも都市経営的にも持続可能な公共交通の形成 

公共交通機関の利用促進 
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４.３ 公共交通将来像 

都市の活力の源である人口が減少していくと同時に少子高齢化が進行していく時代に  

あって、広い市域の中で、需要（利用者）の大きさの異なるさまざまな地域を抱えた本市の  

公共交通を取り巻く情勢は、厳しさを増していくことが予想されます。 

そうした中にあって、公共交通は、生活を守り、地域の活力を維持していくためにも、   

「必要不可欠な都市機能」の一つであり、今後、果たす役割は大きくなっていくと考えていま

す。 

「暮らしを守る」福祉的な役割を根底に、集約型のまちづくりを支えるための「拠点間の  

ネットワークづくり」、そして観光等による交流の活発化を「育てる」役割を踏まえて、本市

の公共交通を、「人をつなぎ まちを育て 暮らしを守る公共交通」を将来像に据え、その  

実現に向けた基本方針を定め、具体的な施策の展開を図ります。 

 

人をつなぎ まちを育て 暮らしを守る 公共交通 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支える 

市民 

運行主体 

行政 

事業者 地域団体(NPO 法人等) 地域住民 

つなぐ 

 

＜社会的役割＞ 

人と人、人とまちを 

つなぐ 

育てる 

 

＜経済的役割＞ 

 

経済活動を 

育てる 

守 る 

 

＜福祉的役割＞ 

生活と地域＝暮らし 

を守る 


